
資料２　　第18回河川保全利用委員会審議事項の整理表

審議事項
第１8回河川保全利用委員会（H20.1.17）審議内容

（決定した事項並びに継続して検討する事項）
第18回から第19回までの検討結果

第19回河川保全利用
委員会 審議内容

第19回委員会
配布資料

1)報告事項
●グライダー操縦訓練場の意見書を平成19年12月27日に委員会から琵琶湖河川事務所に提出し
たことを報告。

- - -

2）第17回委員会活
動の整理事項

●『資料ー2　第17回河川保全利用委員会審議事項の整理表』の審議事項を確認し、承認した。 - - -

●第２回審査として申請者守山市、野洲市､栗東市から説明を受けたのち審議を行った。
 　説明は、『資料ー３　委員会第２回審査における申請者からの説明手順』により実施。
　⇒次回委員会で申請者から再度説明を受けて審議をする時間を設ける。
　⇒委員から説明希望事項を事務局に提出して、申請者に通知して次回の準備をお願いする。

・継続してくださいということでなく、この場所を市としてどういう方向を考えているのかを聴きたい。
・「環境への配慮」「川との関わりを」について、考えている内容を追加説明して欲しい。
・市域における運動施設の分布と利用状況を示した資料を提供して欲しい。
・遊具やベンチ等の施設や舗装が老朽化した場合の維持管理の考え方を知りたい。
・川に親しむ活動として地元との協議会を設置しているか、今後の予定を知りたい。
・「永久構造物を減らそう」という考えがあるのか再度聞きたい。
・「危険だから川に近づかない」と切り捨るのではなく、危険であっても川の自然を感じる視点で検討
して欲しい。
・「河川管理者と協議しているから」との回答から、一歩、二歩前進した提案をでないと協議できな
い。
・洪水時の工作物撤去訓練と撤去実績について。
　⇒守山市、野洲市､栗東市とも、毎年撤去訓練をしている。洪水等で撤去をした実績はない。
・更新時に施設を変更することは法的に可能なのか。

準則 扱 能 あるが 施設変更は 委員会 諮る
●審査対象公園用審査表は、11項目の追加を説目した。
　⇒委員から意見をもらい内容を充実することとした。

・審査表の意見提出を依頼した。
・委員意見を受け委員会審査表の考え
方を整理した。

・審査表整備の考え方に
ついて審議を行う。

資料４
　委員会審査表につい
て

●基本理念の審議およびガイドライン制定後の委員会審査のながれについて意見交換をした。
　⇒基本理念は、『副委員長修正案』を委員に送付し、意見を取りまとめる。
　⇒委員からガイドラインの意見をもらい方向性を考える。

　基本理念について

･継続利用が中心で、新規利用の考え方が含まれていない。健全な新規利用を含める形が必要。
･新規利用と､継続利用を区分しない表現を検討する。

　ガイドラインについて

・ガイドラインと審査項目が同じであるということは議論していない。
・ガイドラインは、河川管理者から提案を受けて委員会で審議するが、その結果は委員会判断資
料とした方がいい。
・ガイドラインは、個別の事項で判断のブレがないように明確にした方がいいので、委員会が策定
するのが自然である。
・ガイドラインは、委員会が承認する形なのか、資料を検討する形かがポイントである。

　ガイドライン制定後の委員会審査のながれ

・委員会審査は必要である。審査の簡素化のため、河川管理者の協力は必要であるが、河川管
理者のみで判断することは、委員会の合意が必要である。

5)今後のスケジュー
ル

●次回の第19回委員会は、2月21日(木) 午前9：00～12：00から、ライズヴィル 都賀山で開催する。
　審議内容は、審査対象公園について申請者から追加説明を受けて審査をする。また、基本理念･
基本方針、ガイドライン及びガイドライン制定後の審査方法について審議を行う。

- -
資料７
　今後の委員会運営､審議
内容について

6）一般傍聴者から
の意見聴取

●一般傍聴者からの意見は無し。 - - -

資料３
　委員会審査での追加
説明依頼事項3)継続占用許可申

請施設の第2回審査

資料５
　基本理念･基本方針につ
いて
資料６
　河川敷占用許可審査の
ガイドライン（素案）
資料７
　委員会審査の流れ（比較
案）

4)基本理念について

・「基本理念の検討案」および「ガイドラ
イン制定後の審査方法（案）」を委員に
送付して、意見提出を依頼した。
・委員意見を受け「基本理念･基本方針」
を整理した。
・現在の審査の流れに対応する「ガイド
ライン（素案）」を整理した。

・「基本理念･基本方針」
と「ガイドライン（素案）」
の審議をお願いする。
・「今後の委員会運営に
ついて」審議をお願いす
る。

・委員からの説明要望事項を申請者に
伝え、第19回委員会での説明準備を依
頼した。

･申請者からの追加説明
を受け審議を行う。



No 説明をお願いする内容 申請者からの説明

1
説明文書を見て
説明を聞きたい

　口頭の説明では、理解しにくい面があります。発言内
容を理解するため、委員会に説明資料文章を提出して
欲しい。

2
申請者の考えを
もっと出して欲し
い

　「河川管理者と協議しているから､現状のまま･･」とい
う回答でなく、申請者として一歩、二歩前進する提案を
して協議する対応をお願いする。

3

(7)施設の維持管理の考え方を説明
②半永久的な構造物が多く設置されていることに対す
る考え方
●少しでも永久建築物を減らそうという姿勢を、再度聞
かせてほしい。

公園内の工作物は、都市公園の効用を全
うするため、必要かつ 小限の範囲で設
置しているもので、これらの工作物を減ら
すことについては、現在のところ考えてい
ません。しかしながら、改築時等において
は、河川法の趣旨を尊重いたします。

4

(8)今後の河川敷の利用として申請者が考えている事
項
①「川でなければならない、川に活かされた利用」で申
請者として考えている内容
②河川敷を利用や川とのつき合い・関わりを進めていく
面での今後の計画や考え方
●具体的内容の説明が欲しい。

①申請者が考える 「川でなければならな
い利用等」は、市民が考えるこれらの利用
であり、野洲川の環境にふれあい憩える
公園としての利用であると考えています。
②市民が考える 「川でなければならない
利用等」の意見が変わったときには、計画
の見直しが必要であると考えます。

5

(9)継続利用を行なう際の申請者が考えている取り組
み内容
①継続利用をする際に、環境に配慮していく内容
②維持･管理で配慮する事項
●具体的内容の説明が欲しい。

①法改正の趣旨を尊重し、占用者は利用
および維持管理において、今後も一層、環
境に配慮すべきであると考えています。
②具体的には、委員会のガイドラインとの
整合を図る必要性があるため、未定です。

6

(10)河川利用の方向性が変化してきたことに対する申
請者の対応の状況
①代替地の検討の考え方と実施状況
②利用状況の少ない施設の扱い
③申請者が考えている「現在の考え方」、「将来的な考
え方」、「公園の位置づけ」などについての「河川利用
の方向性変化の内容と考え方」
●具体的内容の説明が欲しい。

①野洲川の環境にふれあい憩える公園に
ついては、代替地はないと考えています。
②利用者数が伸びている公園であること
から、特に考えていません。
③河川法改正を受け、その利用等におい
ては環境に配慮するべきであると考えま
すが、このことを理由として、施策まで即
時改める必要性はないと考えています。

7

栗東市さんの説
明で、「今後の
利用の考え方」
の説明に関する
事項

　『｛委員会が設けられ、「川でなければならない、ある
いは川に活かされた利用」という観点から今後の占用
は、これまでの公園目的に使えるという流れが変わっ
てきている。｝というに考え方が全く理解できません。』
という説明文書に至った理由について詳しく知りたい。

8
危険だから川に
近づかないとの
発言

　危険だから近づかないようにしているという説明があ
りました。危険であっても、川の自然を感じることは幾ら
でもできるので、そういう視点で詰めていただきたい。

9
同種の施設の
設置状況と利用
状況

　市内にある同種の全施設で利用状況が比較できる
資料を提示して欲しい。
　具体的には、多目的運動場、スポーツ広場、市民グ
ラウンド、運動公園、多目的グラウンド等の利用者数、
およびそれらの施設の立地がわかる地図です。

【図面および資料による。】

10
施設等の老朽
時の対応の考え
方

　公園内の舗装、遊具、ファーニチャ等について、将
来、補修が必要となった場合に、あくまでも現状復帰と
するのか、あるいは、河川環境に配慮した数量、配置、
素材等に変更する可能性があるか、市としての方針を
示して欲しい。

公園管理者としては、各施設の機能を維
持するために、第一に現状復帰することを
考えていますが、使用材料等については
可能な限り、河川環境に配慮する必要が
あると考えます。

11
河川環境との関
わりを深める取
り組み

　公園の運営管理に際して、地域住民に対する自然観
察会を開催するなど、公園を媒体として河川環境との
関わりを深める取り組みを行う考えがあるのか、市とし
ての方針を示して欲しい。
　なお、琵琶湖湖岸緑地の指定管理者が行っている取
り組みの情報が、以下のホームページで紹介されてい
ます。参考にしてください。
http://www.ohmitetudo.co.jp/kogan/index.html

現在のところ、野洲川立入河川公園での
自然観察会等の開催は特に予定していま
せん。なお、本市では琵琶湖の景観や新
川の自然環境を保全再生し、これらの水
辺や水環境にこだわった都市公園として、
美崎公園を整備しているため、河川環境
との関わりを深める自然観察会等につい
ては、当該公園において実施しています。

資料３－１　第１９回委員会で申請者から追加で説明をお願いする事項（守山市）

追加説明項目

第１９回委員
会で説明をお
願いする事項

説明内容に関
する全般的な
お願い事項

第18回委員会
資料３の申請者
からの説明事項
の具体的内容
の説明

第１８回委員
会での説明さ
れた内容を補
足する事項



No 説明をお願いする内容 申請者からの説明

1
説明文書を見て
説明を聞きたい

　口頭の説明では、理解しにくい面があります。発言内
容を理解するため、委員会に説明資料文章を提出して
欲しい。

2
申請者の考えを
もっと出して欲し
い

　「河川管理者と協議しているから､現状のまま･･」とい
う回答でなく、申請者として一歩、二歩前進する提案を
して協議する対応をお願いする。

3

(7)施設の維持管理の考え方を説明
②半永久的な構造物が多く設置されていることに対す
る考え方
●少しでも永久建築物を減らそうという姿勢を、再度聞
かせてほしい。

（７）日常の維持管理については、概要説明書資料６
－７に添付しております指定管理協定書に基づき、指
定管理者である野洲市文化スポーツ事業団に委託を
行なっております。

②半永久的な構造物の設置につきましては、河川の
高水敷を利用するにあたり、必要なものだけを、河川
管理者の許可をいただき設置しております。また、許
可書の許可条件に基づき施設の適正な管理に努め
ております。

4

(8)今後の河川敷の利用として申請者が考えている事
項
①「川でなければならない、川に活かされた利用」で申
請者として考えている内容
②河川敷を利用や川とのつき合い・関わりを進めてい
く面での今後の計画や考え方
●具体的内容の説明が欲しい。

（８）今後の河川敷の利用として申請者が考えている
事項の①「川でなければならない、川に活かされた利
用」につきましては、十分な理解ができているとは申
せません。具体的事例をご指導いただき、今後の取り
組みとしていきたいと考えます。
②河川敷の今後の計画や考え方につきましては、概
要説明書５ページに記載されておりますように、野洲
川河川公園の良好に保全された河川敷に人が集い、
川と繋がるための取り組みを、今後も進めていきたい
と考えます。

5

(9)継続利用を行なう際の申請者が考えている取り組
み内容
①継続利用をする際に、環境に配慮していく内容
②維持･管理で配慮する事項
●具体的内容の説明が欲しい。

（９）継続利用を行なう際の申請者が考えている取り
組み内容としては、概要説明書１０ページに記載して
あるとおりです。

6

(10)河川利用の方向性が変化してきたことに対する申
請者の対応の状況
①代替地の検討の考え方と実施状況
②利用状況の少ない施設の扱い
③申請者が考えている「現在の考え方」、「将来的な考
え方」、「公園の位置づけ」などについての「河川利用
の方向性変化の内容と考え方」
●具体的内容の説明が欲しい。

①「概要説明書」６ページＡ２代替性に記載していると
おりです。
②「概要説明書」５ページ（２）施設の継続設置の目的
ⅱに記載しているとおりです。
③「概要説明書」５ページ（２）施設の継続設置の目的
ⅰに記載しているとおりです。

7

栗東市さんの説
明で、「今後の
利用の考え方」
の説明に関する
事項

　『｛委員会が設けられ、「川でなければならない、ある
いは川に活かされた利用」という観点から今後の占用
は、これまでの公園目的に使えるという流れが変わっ
てきている。｝というに考え方が全く理解できません。』
という説明文書に至った理由について詳しく知りたい。

8
危険だから川に
近づかないとの
発言

　危険だから近づかないようにしているという説明があ
りました。危険であっても、川の自然を感じることは幾
らでもできるので、そういう視点で詰めていただきた
い。

9
同種の施設の
設置状況と利用
状況

　市内にある同種の全施設で利用状況が比較できる
資料を提示して欲しい。
　具体的には、多目的運動場、スポーツ広場、市民グ
ラウンド、運動公園、多目的グラウンド等の利用者数、
およびそれらの施設の立地がわかる地図です。

別添資料を参照ください。

10
施設等の老朽
時の対応の考え
方

　公園内の舗装、遊具、ファーニチャ等について、将
来、補修が必要となった場合に、あくまでも現状復帰と
するのか、あるいは、河川環境に配慮した数量、配
置、素材等に変更する可能性があるか、市としての方
針を示して欲しい。

　公園内の舗装、遊具、ファーニチャ等については、
将来、補修が必要となった場合には、住民のニーズ
を把握するとともに、老朽化への対応も含めて検討
し、適正な維持管理に努めます。

11
河川環境との関
わりを深める取
り組み

　公園の運営管理に際して、地域住民に対する自然観
察会を開催するなど、公園を媒体として河川環境との
関わりを深める取り組みを行う考えがあるのか、市とし
ての方針を示して欲しい。
　なお、琵琶湖湖岸緑地の指定管理者が行っている取
り組みの情報が、以下のホームページで紹介されてい
ます。参考にしてください。
http://www.ohmitetudo.co.jp/kogan/index.html

　概要説明書１０ページⅱに記載してあるとおり、３点
の事項について取り組みたいと考えております。
（１）施設の健全で秩序ある利用と適正な維持管理。
（２）親水性を高め、人と川との繋がりを増やす取り組
み。
（３）多様な生物との共存と保全のための環境教育。
　これらの取り組みを計画的に推進するために、「野
洲市環境基本計画（平成１９年３月策定）」を、市民と
協働して着実に進めてまいります。

資料３－２　第１９回委員会で申請者から追加で説明をお願いする事項（野洲市）

　河川管理者より指示されました概要説明書を作成し
提出しております。
　委員の皆様の期待には、お応えできていないかも
存じませんが、野洲市として考えられる 善策を提出
させていただいております。ご理解願いたいと存じま
す。

追加説明項目

第１９回委員
会で説明をお
願いする事項

説明内容に関
する全般的な
お願い事項

第18回委員会
資料３の申請者
からの説明事項
の具体的内容
の説明

第１８回委員
会での説明さ
れた内容を補
足する事項



No 説明をお願いする内容 申請者からの説明

1
説明文書を見て
説明を聞きたい

　口頭の説明では、理解しにくい面があります。発言内
容を理解するため、委員会に説明資料文章を提出して
欲しい。

先に提出しました「占用許可申請説明書」
しかありません。説明資料文章は作成して
いません。

2
申請者の考えを
もっと出して欲し
い

　「河川管理者と協議しているから､現状のまま･･」とい
う回答でなく、申請者として一歩、二歩前進する提案を
して協議する対応をお願いする。

公園管理者からすると前進とは、公園整
備の推進です。

3

(7)施設の維持管理の考え方を説明
②半永久的な構造物が多く設置されていることに対す
る考え方
●少しでも永久建築物を減らそうという姿勢を、再度聞
かせてほしい。

老朽化遊具類は随時撤去します。新規遊
具の設置はしません。

4

(8)今後の河川敷の利用として申請者が考えている事
項
①「川でなければならない、川に活かされた利用」で申
請者として考えている内容
②河川敷を利用や川とのつき合い・関わりを進めていく
面での今後の計画や考え方
●具体的内容の説明が欲しい。

①特になし。②現状維持（ただし、遊具類
は随時撤去）

5

(9)継続利用を行なう際の申請者が考えている取り組
み内容
①継続利用をする際に、環境に配慮していく内容
②維持･管理で配慮する事項
●具体的内容の説明が欲しい。

①現状維持　②ゴミの持ち帰り啓発

6

(10)河川利用の方向性が変化してきたことに対する申
請者の対応の状況
①代替地の検討の考え方と実施状況
②利用状況の少ない施設の扱い
③申請者が考えている「現在の考え方」、「将来的な考
え方」、「公園の位置づけ」などについての「河川利用
の方向性変化の内容と考え方」
●具体的内容の説明が欲しい。

①今後は検討します②遊具類は撤去③現
状維持

7

栗東市さんの説
明で、「今後の
利用の考え方」
の説明に関する
事項

　『｛委員会が設けられ、「川でなければならない、ある
いは川に活かされた利用」という観点から今後の占用
は、これまでの公園目的に使えるという流れが変わっ
てきている。｝というに考え方が全く理解できません。』
という説明文書に至った理由について詳しく知りたい。

市民からの新設公園整備要望に対して、
用地費・整備費を考えると市内（堤内地）
での新設は厳しい。河川敷の公園として
有効利用がなぜだめなのか理解できませ
ん。

8
危険だから川に
近づかないとの
発言

　危険だから近づかないようにしているという説明があ
りました。危険であっても、川の自然を感じることは幾ら
でもできるので、そういう視点で詰めていただきたい。

占用区域外まで利用しません。

9
同種の施設の
設置状況と利用
状況

　市内にある同種の全施設で利用状況が比較できる
資料を提示して欲しい。
　具体的には、多目的運動場、スポーツ広場、市民グ
ラウンド、運動公園、多目的グラウンド等の利用者数、
およびそれらの施設の立地がわかる地図です。

別紙

10
施設等の老朽
時の対応の考え
方

　公園内の舗装、遊具、ファーニチャ等について、将
来、補修が必要となった場合に、あくまでも現状復帰と
するのか、あるいは、河川環境に配慮した数量、配置、
素材等に変更する可能性があるか、市としての方針を
示して欲しい。

現状復帰します。ただし、遊具類は撤去す
る方針です。

11
河川環境との関
わりを深める取
り組み

　公園の運営管理に際して、地域住民に対する自然観
察会を開催するなど、公園を媒体として河川環境との
関わりを深める取り組みを行う考えがあるのか、市とし
ての方針を示して欲しい。
　なお、琵琶湖湖岸緑地の指定管理者が行っている取
り組みの情報が、以下のホームページで紹介されてい
ます。参考にしてください。
http://www.ohmitetudo.co.jp/kogan/index.html

取り組みや計画はありません。

栗東市建設部都市計画課

資料３－３　第１９回委員会で申請者から追加で説明をお願いする事項（栗東市）

追加説明項目

第１９回委員
会で説明をお
願いする事項

説明内容に関
する全般的な
お願い事項

第18回委員会
資料３の申請者
からの説明事項
の具体的内容
の説明

第１８回委員
会での説明さ
れた内容を補
足する事項
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委員会審査表について（案） 
 

河川保全利用委員会の委員会審査は、審査表に基づき実施しており、審査対

象施設に合わせて、今までに守山河川公園審査表、グライダー審査表が作成さ

れた。守山･野洲･栗東の運動公園審査表が現在検討中である。 
今後も、審査施設にあわせた審査表作成が必要となることから、今までの審

査表の検討成果を活かし、審査表作成を効率的に進めるため、検討された審査

項目を集約した審査表原本を作成して、原本から審査表を作成する仕組みを提

案する。 
 
１．審査表の構成 

委員会で使用する審査表は、以下に示す審査区分、審査項目、審査細目

の構成とする。なお、審査細目には審査細目の説明を記載する。 
審査表の構成 

審査細目（１１） 審査細目（１１）の説明 
審査項目（１）

審査細目（１２） 審査細目（１２）の説明 

審査細目（２１） 審査細目（２１）の説明 

審査細目（２２） 審査細目（２２）の説明 審査項目（２）

審査細目（２３） 審査細目（２３）の説明 

審査区分 

 ・・・・・  ・・・・・  ・・・・・ 

 
審査区分 審査項目 

Ａ１ 基本理念 Ａ            

基本理念と基本方

針の検証 Ａ２ 基本方針 

Ｂ１ 必要性 

Ｂ２ 代替性 

Ｂ３ 安全性 

Ｂ 

占用施設の計画と

設置理由の検証 

Ｂ４ 公共性 

Ｃ１ 占用施設利用計画 

Ｃ２ 利用者 

Ｃ３ 利用形態 

C            

占用施設の利用計

画と利用者等から

の検証 
Ｃ４ 住民意見の反映 

Ｄ１ 環境 

Ｄ２ 治水 

Ｄ３ 利水 

Ｄ            

環境・治水・利水を

考慮した占用施設

の検証 
Ｄ４ 景観・文化 

（１）審査区分と審査項目 

①審査区分 
審査区分は、以下の 4 つの区分

から構成する。 
A．基本理念・基本方針の検証 
B．占用施設の計画と設置理由の

検証 
C．施設利用状態と利用者面から

の検証 
D．環境・治水・利水を考慮した

占用施設の検証 

②審査項目 
審査項目は、審査区分に対して

審査に必要な項目を設定する。 
審査区分に対する審査項目は、 
審査区分「A」で２項目 
審査区分「B」で４項目 
審査区分「C」で４項目 
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審査区分「D」で４項目 
の１４項目を設定した。 
審査項目は、必要により審査の新項目を設定するか、審査項目の分割を

する。 
現在の、審査区分と審査項目の関係を右表に示す。 
 
 

（２）審査細目 
審査細目は、具体的な審査を効率的に進めるため、審査項目を細分化

した内容を設定する。審査細目には、審査細目の内容を説明した簡単な

コメントを記載する。 
審査細目は、審査項目

の審査内容を具体的な記

載として設定する。この

ため、審査細目数は、審

査項目により異なる。 
例えば、「Ａ１： 基本

理念」では、「Ａ１１．

河川法趣旨」「Ａ１２．

基本理念」の２細目を

「Ｂ２：代替性」では、

「Ｂ２１：代替可能性」、

「Ｂ２２：代替地調査」、

「Ｂ２１：代替地選定」

の３細目を設定した。 
審査細目は、必要によ

り審査細目の追加を行なう。 

審査区分 審査項目 審査細目 

A11 河川法趣旨 
Ａ１ 基本理念 

A12 基本理念 

A2１ 基本方針 

Ａ           

基本理念と基本

方針の検証 
Ａ２ 基本方針 

A22 継続申請 

B11 必要理由 
Ｂ１ 必要性 

B12 適正面積 

B21 代替可能性 

B22 代替地調査 

Ｂ 

占用施設の計画

と設置理由の検

証 Ｂ２ 代替性 

B23 代替地選定 

 ・・・・・  ・・・・・  ・・・・・ 

 
２．審査表の作成と運用 
（１）『審査表原本』の作成 

事務局（河川管理者）は、今までの占用施設の審査で使用した審査表

の活用結果を集大成したものとして審査表原本を作成する。 
審査表原本は、審査表作成の基礎となるものであり、 新版として内

容の充実を図り維持をする。 
 
（２）審査表の作成 

事務局（河川管理者）で作成した、審査表（案）を委員会で審査表と

して承認して使用する。 
審査表（案）は、事務局（河川管理者）が、審査表原本から審査対象

に応じた審査項目・審査細目を取捨選択して作成する。必要により新規

の審査項目、審査細目の検討、審査細目説明欄の審査対象に合わせた記

載内容の検討を行い追加・変更の提案をする。 
委員会は、審査表（案）の提出を受け、内容を検討し、審査対象用審

査表として承認する。 
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3/3 

 
（３）審査表の活用と審査表原本への整理 

委員会は、審査表を用いて審査を開始する。審査で使用した審査表は、

事務局（河川管理者）が審査表原本に審査項目･審査細目等の追加整理

を行い保管する。 
 この、「審査表の運用の流れ」を以下の図に示す。 

 
 

審査表の運用の流れ 

○事務局で審査表（案）を
審査表原本の審査項目か
ら選定して作成
○審査案件の固有の特徴
を審査表（案）に項目を盛り
込む

○委員会で審査表（案）を審
議して承認

審査案件の審査表公表

審査の実施

審査終了(意見書提出)

○審査表原本
　・審査結果を整理した審査表原本を作成する
　・審査事例で必要と認めた新たな審査項目を追加
　・備考欄で審査事例で審査項目の適用の有無を記載

占用許可の意見書依頼

審査結果を審査原本に反映

（凡例）
　●：審査選定項目
　－：審査選定なし

事例１
小浜

事例４
ｸﾞﾗｲﾀﾞ

Ａ１１ 河川法趣旨

申請案件は河川法の趣旨
「川でなければできない利
用、川に活かされた利用」に
適合するか。

－ －

Ａ１２ 基本理念
委員会が定める基本理念の
内容を満足するか。

－ －

Ａ２１ 基本方針
委員会が定める基本方針の
内容を満足するか。

－ －

Ａ２２ 継続申請
委員会が継続利用申請と認
める既存の利用施設か。

－ －

Ｂ１１ 必要理由
この場所を必要とする理由
は基本理念と基本方針に照
らし合わせ妥当か。

● ●

Ｂ１２ 適正面積
占用面積は必要 低限にし
ているか。その算定に妥当
性を示したか。

－ ●

Ｂ
占用施設
の計画と
設置理由
の検証

Ａ
基本理念
と基本方
針の検証

Ａ１
基本理念

Ａ２
基本方針

Ｂ１
必要性

区分 審査項目 審査細目 説  明

備考

新たな審査項目を
追加

審査事例毎に
備考に追加

 
 

３．審査表原本 

 

現時点での審査表原本を別紙に示す。 
 

 
 

以上 



資料４　別紙　　審査表原本（２００８．２版）

事例１
小浜

事例２
川田

事例３
改修

事例４
ｸﾞﾗｲﾀﾞ

事例５
立入

事例６
河川

事例７
運動

A11 河川法趣旨 申請案件は河川法の趣旨「川でなければできない利用、川に活かされた利用」に適合するか。 － － － － ○ ○ ○

A12 基本理念 委員会が定める基本理念の内容を満足するか。 － － － － ○ ○ ○

A21 基本方針 委員会が定める基本方針の内容を満足するか。 － － － － ○ ○ ○

A22 継続申請 委員会が継続利用申請と認める既存の利用施設か。 － － － － ○ ○ ○

B11 必要理由 この場所を必要とする理由は基本理念と基本方針に照らし合わせ妥当か。 ● ● ● ● ○ ○ ○

B12 適正面積 占用面積は必要 低限にしているか。その算定に妥当性を示したか。 － － － ● ○ ○ ○

B21 代替可能性 堤内地で代替できない施設であるか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

B22 代替地調査 堤内地で代替可能な施設の場合、代替地を調査をしたか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

B23 代替地選定 堤内地で代替可能な施設の場合、代替地を選定し用地取得を試みたか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

B31 人への安全
占用区域内及び区域周辺道路における利用者、散策者、流域住民の安全に配慮した対策を講じてい
るか。

● ● ● ● ○ ○ ○

B32 施設の安全
施設が自然災害等により被害・影響（増水等による冠水、台風・地震等による倒壊、火災等）が生じた
場合、施設の安全対策を講じているか。

● ● ● ● ○ ○ ○

B33
安全対策の周
知

施設設置により影響を受ける近隣住民に安全対策と事故時の対応策を周知しているか － － － ● － － －

B41 公共性 申請主体関係者以外の利用者に対して排他・独占的な利用にならないか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

B42 地元の理解 申請主体が関係する地元の理解をどのような方法で進めているのか。 － － － ● － － －

C11 設置期間 許可を受けた施設の使用期間はどのくらいになるか。 ● ● ● － ○ ○ ○

C12 施設の変遷 継続申請の場合、前占用許可期間に施設内容が変化したか。その理由は適切であったか。 ● ● ● － ○ ○ ○

C13 施設管理 利用に関する注意事項、緊急時の連絡先は看板等で利用者等に明示しているか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

C14 協調利用
類似施設が申請近隣区域にある場合、既存施設利用を考慮したか。その所管市町村との協調を試み
たか。

● ● ● ● ○ ○ ○

C15 維持管理 施設の維持管理計画は適正であるか。施設の構造・規模は占用申請期間を適正に考慮したものか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

C16
施設の補修・新
設

占用内の施設を補修・新設した実績があるか。その内容の詳細を記録保存しているか。 ● ● ● － ○ ○ ○

C17 構造物の安全 施設を構成する遊具等の構造物の定期点検を実施しているか。安全対策は定めているか。 － － － － ○ ○ ○

C21 利用状況 占用区域内の各利用施設ごとに利用者数の日内変動、月内変動、年内変動などを把握しているか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

C22 便所 トイレ施設は、確保し適正に維持管理しているか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

C23 ゴミ処理 ゴミ処理の方法を定めているか。 － － － ● ○ ○ ○

C24 利用者対応 適切な利用を促すための管理方法（管理人等の配置）は定めているか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

C25 駐輪･駐車場 利用者の駐輪場・駐車場（身体障害者用等を含む）は確保しているか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

C31
利用者の年齢
等

利用者の年齢や身体健康状態に関わりなく利用可能な施設か。これらに制限を設けている場合はそ
れに合理性があるか。

● ● ● ● ○ ○ ○

C32 利用者交流 常時利用者と流域住民との交流はあるか。交流を促進させる計画があるか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

C33 川とのふれあい 利用者と川とのふれあいが可能な施設か。 ● ● ● ● ○ ○ ○

C34
河川愛護保護
活動

河川の環境・治水・利水等の理解ための活動計画（または実績）があるか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

C35 地域活性化 占用区域周辺地域の活性化を促す利用施設か。 ● ● ● ● ○ ○ ○

C41 意見聴取 広く流域住民から意見聴取（対話討論会等）を行い住民意見の反映を行ったか。 － － － － ○ ○ ○

C42 利用者意見 施設利用予定者の意見聴取を行い、その意見反映を行って計画した施設か。 － － － － ○ ○ ○

D11-
1

大気汚染
占用区域とその周辺の大気汚染等の現況を調査したか。施設は区域とその周辺の大気質に影響を与
えないか。

● ● ● ● － － －

D11-
2

水質汚濁・底質
汚染

占用区域とその周辺の河川水質・底質の現況を調査したか。施設は区域とその周辺の水質底質に影
響を与えないか。農薬（殺虫剤・殺菌剤・除草剤等）・肥料の使用を禁止しているか。

● ● ● ● ○ ○ ○

D11-
3

土壌汚染
占用区域とその周辺陸域の土壌質の現況を調査したか。施設は区域とその周辺の土壌汚染をまねかないか。農薬（殺虫剤・
殺菌剤・除草剤等）の使用を禁止しているか。施設構造物等は有害化学物質を使用していないか。 － － － － － － －

D11-
4

地下水
占用区域とその周辺の地下水・河川伏流水の現況と近隣住民等による利水状況を調査したか。施設
は区域とその周辺の地下水系とその水質に影響を与えないか。

－ － － － － － －

D11-
5

騒音・振動
占用区域とその周辺の騒音・振動の現況を調査したか。施設は区域とその周辺の新たな騒音・振動の
発生源にならないか。

● ● ● ● ○ ○ ○

D11-
6

悪臭
占用区域とその周辺の悪臭の現況を調査したか。施設は区域とその周辺への悪臭発生源にならない
か。

－ － － － － － －

D12 地形改変
占用区域とその周辺の地形の特性の現況を調査したか。施設の地形改変が区域の地形特性に与え
る影響は軽微か。

－ － － － － － －

D13 整備の影響 施設整備に伴い小動物･植生への影響はないか。 － － － ● ○ ○ ○

D14-
1

陸生生物
占用区域とその周辺における陸生動植物の分布等の現況を調査したか。施設は陸生生物、とくに貴
重種や保全対象種の生存に影響を与えないか。

● ● ● ● ○ ○ ○

D14-
2

水生生物
占用区域とその周辺における水生動植物の分布等の現況を調査したか。水生生物、とくに貴重種や
保全対象種の生存に影響を与えないか。

● ● ● － ○ ○ ○

D15 生態系
占用区域とその周辺の生物・生態系の概況を調査したか。施設が占用区域とその周辺の生態系に及ぼす影響は
軽微か。生物の生育生息環境の河川縦横断方向の連続性が分断される可能性は低いか。

● ● ● ● ○ ○ ○

D16 環境復元 占用期間終了後、自然環境の早期復元が見込めるか。そのための方策を計画しているか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

D17
作業車の通行
影響

河川敷を占用施設作業車が走行することの影響はないか。 － － － ● － － －

D18
無線使用の影
響

施設で使用する無線周波数は、周辺受信施設に影響を与えないか。 － － － ● － － －

D21 治水 治水の事前審査は完了しているか。（確認事項） － － － － － － －

D22-
1

構造物
占用区域河川における過去の流況を把握しているか。施設の構造物は洪水時に治水支障を生じさせ
ないか。

－ － － － ○ ○ ○

D22-
2

構造物流失 洪水時に構造物が流出しない対策が講じられているか。流出した場合の処置を定めているか。 － － － － ○ ○ ○

D22-
3

構造物撤去
冠水時の治水安全に影響する構造物を設置している場合、洪水時を想定した構造物の撤去訓練を定
期的に実施しているか。

－ － － － ○ ○ ○

D31 利水計画 施設に利水計画がある場合、事前審査は完了しているか。（確認事項） － － － － － － －

D32 利水への影響
施設に利水計画がある場合、あるいは施設が河川水・地下水に影響を及ぼす可能性がある場合、既
利水者の利水に影響を与えないか。

－ － － － － － －

D41 景観
占用区域とその周辺の景観特性（生態学的景観を含む）の現況を調査したか。施設の形態（形状・色
彩等）が占用区域とその周辺の景観特性に及ぼす影響は軽微か。

● ● ● ● ○ ○ ○

D42
景観変化の把
握

占用にともなう景観変化のシュミュレーションをおこなっているか － － － ● － － －

D43 植栽 占用区域の植栽が周辺景観に及ぼす影響は軽微か。また在来の植生を活かした植栽か。 ● ● ● ● ○ ○ ○

D44 文化財
占用区域とその周辺の文化財の現況を調査したか。施設は占用区域とその周辺の文化財に影響を与
えないか。

－ － － － － － －

D45 歴史文化
占用区域とその周辺の歴史･文化に関する現況を調査したか。施設は占用区域とその周辺の歴史・文
化（伝承文化等）と共存可能か。

● ● ● ● ○ ○ ○

D1
環境

Ｂ
占用施設
の計画と
設置理由
の検証

C3
利用形態

C2
利用者

C4
住民意見
の反映

（凡例）
●：審査選定項目　－：審査選定なし

B3
安全性

B4
公共性

Ｄ
環境・治
水・利水を
考慮した
占用施設
の検証

D4
景観･文化

D3
利水

D2
治水

C1
占用施設
利用計画

Ａ
基本理念
と基本方
針の検証

C
占用施設
の利用計
画と利用
者等から
の検証

備考（審査事例での適用項目）

区分 審査項目 審査細目 説  明

A1
基本理念

A2
基本方針

B1
必要性

B2
代替性

No. 年月日 記事
1 2008.3 審査表原本制定

【　改　定　履　歴　】



資料４－１　野洲川立入河川公園･野洲川河川公園・野洲川運動公園審査表

事例１
小浜

事例２
川田

事例３
改修

事例４
ｸﾞﾗｲﾀﾞ

事例５
立入

事例６
河川

事例７
運動

A11 河川法趣旨 申請案件は河川法の趣旨「川でなければできない利用、川に活かされた利用」に適合するか。 － － － － ○ ○ ○

A12 基本理念 委員会が定める基本理念の内容を満足するか。 － － － － ○ ○ ○

A21 基本方針 委員会が定める基本方針の内容を満足するか。 － － － － ○ ○ ○

A22 継続申請 委員会が継続利用申請と認める既存の利用施設か。 － － － － ○ ○ ○

B11 必要理由 この場所を必要とする理由は基本理念と基本方針に照らし合わせ妥当か。 ● ● ● ● ○ ○ ○

B12 適正面積 占用面積は必要 低限にしているか。その算定に妥当性を示したか。 － － － ● ○ ○ ○

B21 代替可能性 堤内地で代替できない施設であるか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

B22 代替地調査 堤内地で代替可能な施設の場合、代替地を調査をしたか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

B23 代替地選定 堤内地で代替可能な施設の場合、代替地を選定し用地取得を試みたか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

B31 人への安全
占用区域内及び区域周辺道路における利用者、散策者、流域住民の安全に配慮した対策を講じ
ているか。

● ● ● ● ○ ○ ○

B32 施設の安全
施設が自然災害等により被害・影響（増水等による冠水、台風・地震等による倒壊、火災等）が生
じた場合、施設の安全対策を講じているか。

● ● ● ● ○ ○ ○

B33
安全対策の周
知

施設設置により影響を受ける近隣住民に安全対策と事故時の対応策を周知しているか － － － ● － － －

B41 公共性 申請主体関係者以外の利用者に対して排他・独占的な利用にならないか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

B42 地元の理解 申請主体が関係する地元の理解をどのような方法で進めているのか。 － － － ● － － －

C11 設置期間 許可を受けた施設の使用期間はどのくらいになるか。 ● ● ● － ○ ○ ○

C12 施設の変遷 継続申請の場合、前占用許可期間に施設内容が変化したか。その理由は適切であったか。 ● ● ● － ○ ○ ○

C13 施設管理 利用に関する注意事項、緊急時の連絡先は看板等で利用者等に明示しているか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

C14 協調利用
類似施設が申請近隣区域にある場合、既存施設利用を考慮したか。その所管市町村との協調を
試みたか。

● ● ● ● ○ ○ ○

C15 維持管理
施設の維持管理計画は適正であるか。施設の構造・規模は占用申請期間を適正に考慮したもの
か。

● ● ● ● ○ ○ ○

C16
施設の補修・新
設

占用内の施設を補修・新設した実績があるか。その内容の詳細を記録保存しているか。 ● ● ● － ○ ○ ○

C17 構造物の安全 施設を構成する遊具等の構造物の定期点検を実施しているか。安全対策は定めているか。 － － － － ○ ○ ○

C21 利用状況
占用区域内の各利用施設ごとに利用者数の日内変動、月内変動、年内変動などを把握している
か。

● ● ● ● ○ ○ ○

C22 便所 トイレ施設は、確保し適正に維持管理しているか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

C23 ゴミ処理 ゴミ処理の方法を定めているか。 － － － ● ○ ○ ○

C24 利用者対応 適切な利用を促すための管理方法（管理人等の配置）は定めているか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

C25 駐輪･駐車場 利用者の駐輪場・駐車場（身体障害者用等を含む）は確保しているか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

C31
利用者の年齢
等

利用者の年齢や身体健康状態に関わりなく利用可能な施設か。これらに制限を設けている場合は
それに合理性があるか。

● ● ● ● ○ ○ ○

C32 利用者交流 常時利用者と流域住民との交流はあるか。交流を促進させる計画があるか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

C33
川とのふれあ
い

利用者と川とのふれあいが可能な施設か。 ● ● ● ● ○ ○ ○

C34
河川愛護保護
活動

河川の環境・治水・利水等の理解ための活動計画（または実績）があるか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

C35 地域活性化 占用区域周辺地域の活性化を促す利用施設か。 ● ● ● ● ○ ○ ○

C41 意見聴取 広く流域住民から意見聴取（対話討論会等）を行い住民意見の反映を行ったか。 － － － － ○ ○ ○

C42 利用者意見 施設利用予定者の意見聴取を行い、その意見反映を行って計画した施設か。 － － － － ○ ○ ○

D11-
1

大気汚染
占用区域とその周辺の大気汚染等の現況を調査したか。施設は区域とその周辺の大気質に影響
を与えないか。

● ● ● ● － － －

D11-
2

水質汚濁・底質
汚染

占用区域とその周辺の河川水質・底質の現況を調査したか。施設は区域とその周辺の水質底質
に影響を与えないか。農薬（殺虫剤・殺菌剤・除草剤等）・肥料の使用を禁止しているか。

● ● ● ● ○ ○ ○

D11-
3

土壌汚染
占用区域とその周辺陸域の土壌質の現況を調査したか。施設は区域とその周辺の土壌汚染をまねかないか。農薬（殺虫
剤・殺菌剤・除草剤等）の使用を禁止しているか。施設構造物等は有害化学物質を使用していないか。 － － － － － － －

D11-
4

地下水
占用区域とその周辺の地下水・河川伏流水の現況と近隣住民等による利水状況を調査したか。
施設は区域とその周辺の地下水系とその水質に影響を与えないか。

－ － － － － － －

D11-
5

騒音・振動
占用区域とその周辺の騒音・振動の現況を調査したか。施設は区域とその周辺の新たな騒音・振
動の発生源にならないか。

● ● ● ● ○ ○ ○

D11-
6

悪臭
占用区域とその周辺の悪臭の現況を調査したか。施設は区域とその周辺への悪臭発生源になら
ないか。

－ － － － － － －

D12 地形改変
占用区域とその周辺の地形の特性の現況を調査したか。施設の地形改変が区域の地形特性に
与える影響は軽微か。

－ － － － － － －

D13 整備の影響 施設整備に伴い小動物･植生への影響はないか。 － － － ● ○ ○ ○

D14-
1

陸生生物
占用区域とその周辺における陸生動植物の分布等の現況を調査したか。施設は陸生生物、とくに
貴重種や保全対象種の生存に影響を与えないか。

● ● ● ● ○ ○ ○

D14-
2

水生生物
占用区域とその周辺における水生動植物の分布等の現況を調査したか。水生生物、とくに貴重種
や保全対象種の生存に影響を与えないか。

● ● ● － ○ ○ ○

D15 生態系
占用区域とその周辺の生物・生態系の概況を調査したか。施設が占用区域とその周辺の生態系に及ぼす影
響は軽微か。生物の生育生息環境の河川縦横断方向の連続性が分断される可能性は低いか。

● ● ● ● ○ ○ ○

D16 環境復元 占用期間終了後、自然環境の早期復元が見込めるか。そのための方策を計画しているか。 ● ● ● ● ○ ○ ○

D17
作業車の通行
影響

河川敷を占用施設作業車が走行することの影響はないか。 － － － ● － － －

D18
無線使用の影
響

施設で使用する無線周波数は、周辺受信施設に影響を与えないか。 － － － ● － － －

D21 治水 治水の事前審査は完了しているか。（確認事項） － － － － － － －

D22-
1

構造物
占用区域河川における過去の流況を把握しているか。施設の構造物は洪水時に治水支障を生じ
させないか。

－ － － － ○ ○ ○

D22-
2

構造物流失 洪水時に構造物が流出しない対策が講じられているか。流出した場合の処置を定めているか。 － － － － ○ ○ ○

D22-
3

構造物撤去
冠水時の治水安全に影響する構造物を設置している場合、洪水時を想定した構造物の撤去訓練
を定期的に実施しているか。

－ － － － ○ ○ ○

D31 利水計画 施設に利水計画がある場合、事前審査は完了しているか。（確認事項） － － － － － － －

D32 利水への影響
施設に利水計画がある場合、あるいは施設が河川水・地下水に影響を及ぼす可能性がある場
合、既利水者の利水に影響を与えないか。

－ － － － － － －

D41 景観
占用区域とその周辺の景観特性（生態学的景観を含む）の現況を調査したか。施設の形態（形状・
色彩等）が占用区域とその周辺の景観特性に及ぼす影響は軽微か。

● ● ● ● ○ ○ ○

D42
景観変化の把
握

占用にともなう景観変化のシュミュレーションをおこなっているか － － － ● － － －

D43 植栽 占用区域の植栽が周辺景観に及ぼす影響は軽微か。また在来の植生を活かした植栽か。 ● ● ● ● ○ ○ ○

D44 文化財
占用区域とその周辺の文化財の現況を調査したか。施設は占用区域とその周辺の文化財に影響
を与えないか。

－ － － － － － －

D45 歴史文化
占用区域とその周辺の歴史･文化に関する現況を調査したか。施設は占用区域とその周辺の歴
史・文化（伝承文化等）と共存可能か。

● ● ● ● ○ ○ ○

D1
環境

Ｂ
占用施設
の計画と
設置理由
の検証

C3
利用形態

C2
利用者

C4
住民意見
の反映

（凡例）
●：審査選定項目　－：審査選定なし

B3
安全性

B4
公共性

Ｄ
環境・治
水・利水を
考慮した
占用施設
の検証

D4
景観･文化

D3
利水

D2
治水

C1
占用施設
利用計画

Ａ
基本理念
と基本方
針の検証

C
占用施設
の利用計
画と利用
者等から
の検証

A1
基本理念

A2
基本方針

B1
必要性

B2
代替性

備考（審査事例での適用項目）
区分 審査項目 審査細目 説  明
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基本理念･基本方針について（案） 
 

この基本理念は、琵琶湖河川事務所の所管する野洲川、瀬田川、草津川の河

川敷の保全･利用に関する占用許可審査の基本理念として制定した。 
基本理念は、「川でなければできない利用、川に活かされた利用」とし、具

体的な利用を示した。 
基本理念･基本方針の適用は、新規希望施設と既存継続施設を区分すること

なく適用することを原則とする。 

基本方針は、占用審査を完了した野洲川について河川の特性を考慮して定め

た。瀬田川、草津川については、占用許可に係る審査が終了するまでは、野洲

川で定めた内容を準用することとする。 
 
 
１．河川敷占用許可審査の基本的な考え方 
 

河川敷占用許可審査の基本的考え方を以下に示す 
 

（１）河川敷占用に係る審査の基本は、利用の基本的な理念（基本理

念）と利用の基本的な方針（基本方針）に基づいて行う。 

（２）基本理念は、淀川水系河川整備計画の趣旨とし、河川ごとではな

く、琵琶湖河川全域の河川敷利用に広く適用する。 

（３）基本方針は、河川の特性を考慮し各河川の占有区域ごとに定め

る。基本理念に合致しない既存施設は廃止・縮小する。 

 
（説明） 

① 琵琶湖河川の河川敷利用に関する基本的な理念は、淀川水系河川整

備計画原案に示された「河川の利用の基本」の考え方を適用する。

すなわち、新河川法の趣旨である河川の自然環境の保全修復を重視

した「川でなければできない利用、川に活かされた利用」の観点か

ら、河川敷利用の是非を審査・判断する。 
② 基本方針は、占用区域の特性を考慮し、基本理念を基礎としてより

汎用化・具体化して各河川の占用区域ごとに、河川保全利用委員会

（琵琶湖河川事務所）で審査を終了した「占用許可申請に対する意

見書」とその審査過程を参考にして作成する。 
 

２．河川敷利用の基本理念 
 

河川保全利用委員会が定める基本理念の「川でなければできない利用、

川に活かされた利用」とは以下の内容をいう。 
 

1/2 



第１９回河川保全利用委員会 資料５ 
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（１）自然環境の保全・修復に向けた利用 

（２）水環境学習を推進する利用 

（３）治水・利水のあり方を理解するための利用 

（４）自然散策等健康増進のための親水空間としての利用 

（５）流域の景観（生態的景観を含む）と歴史風土を損なわない利用 

（６）自由使用と自己管理のもとでの利用 

 
３．河川敷利用の基本方針 
 

河川保全利用委員会が定める方針は下記の６項目を基本とする。 
 

（１）河川の環境・治水・利水をふまえた利用とする。  

（２）河川とのふれあいを目指した利用とする。 

（３）利用施設は、洪水時における治水上の安全と、利用時における利

用者の安全を配慮したものでなければならない。 

（４）利用施設の整備は、利用各河川の区域内において資材の調達と廃

棄を原則とする。 

（５）占用施設の改修工事は、自然環境の保全・修復の視点から復元が

容易な工法とする。 

（６）利用が競合する場合は、関係住民間で合意形成を図るものとす

る。 

 
なお、占用許可に係る審査が終了した河川の占用区域に対しては、占用

区域の特性を考慮した基本方針を逐次追加する。 
 

（Ａ）審査が終了した野洲川小浜河川公園、川田河川公園、改修記念公

園のそれぞれは、河川の保全・修復を前提とし、歴史・文化と流

域自治体の諸施策との整合性を図るものとする｡ 

 
（付記） 

① 既存の河川敷利用は、住民等から存続の要望があることを考慮し、基

本理念に合致しない場合においても、当面の間は自然環境への影響が

軽微な利用に限ってこれを認めるが、利用方法の改善や、利用の縮

小・廃止を目指すものとする。 
② 新規の河川敷利用は、住民等から設置の要望程度を考慮し、基本理念

の利用に準じる場合において、自然環境への影響が軽微な利用に限っ

てこれを認めるものとする。 
 

 
 

以上 
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1 次調整版 
 
 
 
 

 

■本ガイドラインは、現在の『委員会審査の流れ』に基づき事務局

案として作成した。 

本ガイドラインを使用することにより『同じ視点での審査』と『審

査の効率化』が期待できる。 

また、審査の効率化には、「委員会」が『審査』を実施している

項目を、「河川管理者」が一部審査を実施する案も検討されている。 

この審査の効率化を含めたガイドライン制定後の『委員会審査の

流れ』は、委員会で審議中であり、この審査結果を反映して、ガイ

ドラインの内容を修正する必要がある 

 
 
 
 

2008 年 3 月 
 
 
 

【 改 定 履 歴 】 
No. 年月日 記事 
1 2008.3 ガイドライン制定 
   
   

 
 
 
 

河 川 保 全 利 用 委 員 会 
(琵琶湖河川事務所) 
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１．目的 
 
本ガイドラインは、占用許可審査の手引きとして河川保全利用委員会の占用許可

に関わる審査手順と審査表の判断内容、判断のポイント、判断事例を取りまとめた

ものである。本ガイドラインを使用することにより、同じ視点での占用審査の判断

と効率的な審査を進めることが可能となる。 
 
（説明） 

本ガイドラインは、申請主体が占用許可申請説明書を河川管理者に提出して

から委員会による審査を経て河川管理者に占用許可の意見を回答する『事前協

議システム』の流れの各段階の審査業務に活用するため、審査の実施方法と具

体的な審査判断事例を示したものである。 
 
 
２．適用範囲 
 

琵琶湖河川事務所の所管する野洲川の河川敷占用許可審査に適用する。 
また、琵琶湖河川事務所の所管する瀬田川、草津川については、占用許可に係る

審査が終了するまでは、野洲川で定めた内容を準用する。 
 
 
３．河川敷の保全・利用の基本的な考え方 
 
３－１ 河川敷占用許可審査の基本的な考え方 

河川敷占用許可審査の基本的考え方を以下に示す 
 

（１）河川敷占用に係る審査の基本は、利用の基本的な理念（基本理念）と利

用の基本的な方針（基本方針）に基づいて行う。 

（２）基本理念は、淀川水系河川整備計画の趣旨とし、河川ごとではなく、琵

琶湖河川全域の河川敷利用に広く適用する。 

（３）基本方針は、河川の特性を考慮し各河川の占有区域ごとに定める。基本

理念に合致しない既存施設は廃止・縮小する。 

 
（説明） 

① 琵琶湖河川の河川敷利用に関する基本的な理念は、淀川水系河川整備計画原

案に示された「河川の利用の基本」の考え方を適用する。すなわち、新河川

法の趣旨である河川の自然環境の保全修復を重視した「川でなければできな

い利用、川に活かされた利用」の観点から、河川敷利用の是非を審査・判断

する。 
② 基本方針は、占用区域の特性を考慮し、基本理念を基礎としてより汎用化・

具体化して各河川の占用区域ごとに、河川保全利用委員会（琵琶湖河川事務

所）で審査を終了した「占用許可申請に対する意見書」とその審査過程を参

考にして作成する。 
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３－２ 河川敷利用の基本理念 

河川保全利用委員会が定める基本理念の「川でなければできない利用、川に活か

された利用」とは以下の内容をいう。 
 

（１）自然環境の保全・修復に向けた利用 

（２）水環境学習を推進する利用 

（３）治水・利水のあり方を理解するための利用 

（４）自然散策等健康増進のための親水空間としての利用 

（５）流域の景観（生態的景観を含む）と歴史風土を損なわない利用 

（６）自由使用と自己管理のもとでの利用 

 

３－３ 河川敷利用の基本方針 

河川保全利用委員会が定める方針は下記の６項目を基本とする。 
 

（１）河川の環境・治水・利水をふまえた利用とする。  

（２）河川とのふれあいを目指した利用とする。 

（３）利用施設は、洪水時における治水上の安全と、利用時における利用者の

安全を配慮したものでなければならない。 

（４）利用施設の整備は、利用各河川の区域内において資材の調達と廃棄を原

則とする。 

（５）占用施設の改修工事は、自然環境の保全・修復の視点から復元が容易な

工法とする。 

（６）利用が競合する場合は、関係住民間で合意形成を図るものとする。 

 
なお、占用許可に係る審査が終了した河川の占用区域に対しては、占用区域の特

性を考慮した基本方針を逐次追加する。 
 

（Ａ）審査が終了した野洲川小浜河川公園、川田河川公園、改修記念公園のそ

れぞれは、河川の保全・修復を前提とし、歴史・文化と流域自治体の諸

施策との整合性を図るものとする｡ 

 
（付記） 

① 既存の河川敷利用は、住民等から存続の要望があることを考慮し、基本理念

に合致しない場合においても、当面の間は自然環境への影響が軽微な利用に

限ってこれを認めるが、利用方法の改善や、利用の縮小・廃止を目指すもの

とする。 
② 新規の河川敷利用は、住民等から設置の要望程度を考慮し、基本理念の利用

に準じる場合において、自然環境への影響が軽微な利用に限ってこれを認め

るものとする。 
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４．河川敷占用許可制度 
 
４－１ 河川敷の占用許可制度の流れ 

河川敷の「占用許可制度の流れ」を以下に示す。 
 

【占用許可制度の流れ（公園等）】

　

　 　　　⑩申請
　

　
　

許可
（期間等指導あり）

又は

不許可

⑬委員会に
　　報告②意見照会

書の付託

⑨意見書等を
参考とした  説

明

⑥ホームページ、対話
集会などによる意見聴
取

⑤住民意見の
聴取を要請③現地見学

①占用許可
申請説明書

の提出

④占用施
設の説明

⑧審議後、
意見書を提出

⑪許可準則
に基づく意

見聴取⑦意見聴
取内容の

報告

　申　請　者
○占用許可の更新
○ 新   規   占   用

河 川 保 全 利 用 委 員 会

住民 行政

時系列の流れ

⑫

現地見学

河 川 管 理 者

事前協議システム

 
 

「占用許可制度の流れ」の図に示す①から⑬の手続きステップの内容を以下に示

す。 
 
①． 河川管理者（以下「管理者」という）は、占用許可の申請者（新規及び更

新）に占用許可申請説明書の提出を依頼します。 
■申請者は、基本理念と基本方針に基づく、川らしい自然環境への提案を盛り込ん

だ「占用許可申請説明書」を作成して河川管理者に提出する。 

②． 管理者は、意見照会書に占用許可申請説明書を添付し、河川保全利用委員

会（以下、「委員会」という）に付託します。 
■管理者は、申請主体が提出した書類の不備の有無、ならびに基本理念と基本方針

に合致した申請であるかなどを確認する。 
■管理者は、本申請が審査するに値すると判断した場合は、基本理念と基本方針を

基に作成した審査表（案）等審査に必要な書類を整え、河川保全利用委員会に占

用に係る審査を依頼する。 

③． 委員会は、必要に応じて現地見学を行い施設状況の確認をします。  
④． 委員会は、管理者および申請者から占用施設の説明を受けます。  

■管理者から審査を依頼された委員会は､申請内容が基本理念と基本方針の趣旨を

満足するか否かを判断し、満足すると判断した場合は申請の許可に係る審査を開

始する。 
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■委員会は、管理者から申請の概要の説明を受ける第 1 回審査を実施する。 
■委員会は、申請者の出席を求め、説明を受ける審査会を数回実施する。 
■委員会は申請案件を精査するため、審査表（案）を参考に審査表を作成し、審査

表の項目ごとに精査する。 

⑤． 委員会は、必要に応じて、住民意見の聴取を要請します。  
⑥． 管理者は、必要に応じて、ホームページ、対話集会などによる意見聴取を

実施します。  
⑦． 管理者は、必要に応じて行われた対話集会などやホームページなどにより

集まった意見内容について委員会に報告します。  
⑧． 委員会は、審査を行って、占用施設案件に対しての委員会としての見解を

まとめた意見書を作成し、管理者に提出します。  
■委員会は審査表の項目ごとに精査した結果を、意見書として取りまとめ河川管理

者に意見を提出する。 

⑨． 管理者は、意見書などを参考にして申請者に説明を行います。  
■河川管理者は、委員会から提出された審査に係る意見を参考に占用許可の是非の

判定を行い、これを申請者に回答するとともに、委員会に報告する。 

⑩． 申請者は、上記説明を踏まえて、河川法に基づいた申請を管理者に行いま

す。  
⑪． 管理者は、河川敷地占用許可準則に基づいて自治体（関係市町）に 終の

意見聴取を行います。  
⑫． 管理者は、河川法に基づく許可（必要に応じて占用期間など短縮を行う場

合もあり得ます）又は不許可の決定を行います。  
⑬． 管理者は、委員会に対して、決定結果などの報告を行います。 

 
４－２ 事前協議システムにおける審査の留意点 

１．審査表の活用した審査 

（１）河川敷占用に係る具体的な審査は、占用申請ごとに作成した審査表を用い

て実施する。 
（２）審査表は、占用許可に係る審査を行うにあたって、その判断となる項目を

示した一覧表であり、本ガイドラインの５－４審査表作成により作成する。 
（３）審査表は、河川保全利用委員会が占用許可に係る審査を行うにあたってそ

の判断となる項目を示した一覧表であり、委員会はこの細目とその説明内

容に照らし合わせて占用許可の是非を審査・判断する。 

２．審査開始の判断 

（１）基本理念と基本方針を充たさない申請は、委員会は審査の手続きを開始し

ない。この場合は、河川管理者にその理由を付して案件を差し戻すものと

する。 
（２）申請内容が基本理念と基本方針の趣旨を満足するかの仮判定は申請を受理

する河川管理者が行うが、委員会はその責任において審査・判断しなけれ

ばならない。 
（３）望ましい河川敷利用の視点は、「自然環境に負荷を与えない利用」、「治水・

利水に影響を及ぼさない利用」、「基本理念と異なる現利用の廃止・縮小」

などをいう。 
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４－３ 事前協議システムにおける委員会審査の流れ 

 事前協議システムでの「委員会審査の流れ」を示す。委員会審査は、第 1 回審査

（河川管理者からの説明を受けて審査）と第２回審査（申請者からの説明を受けて

審査）を実施する。 
  

委員会から､河川管理者経由で申請者に｢占用許可申請説明書」の作成を依頼
する。
　・河川管理者は委員会宛てに意見照会書を発行する

占用許可申請説明書
（申請理由、利用計画、利用
実績、代替地検討、河川環境
の取り組み、ふれあい活動
等を記載）

第１回審査を実施する（申請者に出席を求める）
　①河川管理者から申請者の「申請説明書」の概要の説明を受ける。
　②占用施設の概要説明を確認する質疑を行う。
　③申請者がその場で答えられる内容は回答をする。
　④申請者に追加説明を求める事項を確認する。

第２回審査を実施する
　①申請者から申請説明および追加確認事項の説明を受ける。
　②申請者の説明に対して質疑を行う。
　③改善事項､付帯条件等の審議を行う。

委員会審査の流れ（これまでの審査の手続き）

占用許可申請に対する意見書を作成して河川管理者に提出する
　①委員は、審査表の審査結果･コメントを事務局提出。
　②調整作業会を開催し、委員の意見･コメントをまとめて、意見書(案)を作成。
　③委員会で意見書(案)を審議し、承認し河川管理者に意見書を提出。

意見照会書

第１回審査

第２回審査

意見書提出

審査補助資料
（航空写真など審査
参考資料）

事務局が作成

申請者が作成

「川らしい自然環境で
の利用の提案」「地域
性・公共性を考え占用
の利用案」の観点で申
請書の考えを盛り込む
ことを依頼

一般傍聴者からの
意見

対話集会（必要に
応じ河川管理者が
開催）で寄せられ
た意見

河川管理者に寄せ
られた意見

意見を聞くステップ

施設の状況確認

河川管理者が申請者に書類作
成のポイントを事前に説明

現地調査会

委員より審査
結果提出

調整作業会
開催

意見書(案)
作成

委員会審議

委員会審議

委員会審議委員会審議委員会審議

委員会ニュース
で審査結果を公
表
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５．審査の準備 
 
５－１ 審査に必要な書類 

 委員会審査に準備する標準的な書類を以下の表に示す。事務局は、申請内容を説

明できる書類を整理して委員会資料とする。 
準備する委員会資料は、委員会配布資料(公開資料)と委員参考資料(委員会の審議

参考資料で配布をしない)に区分して整理する。 
委員参考資料は、委員意見、申請者情報等が含まれている資料で、委員のみの配

布資料とする。 
また、個人情報に関連するものは、基本的に配布をしない。 

 
委員会審査に必要な書類 

書類の区分 書類の名称 

申請者が準備する書類 占用許可申請説明書 

事務局(管理者)が準備

する書類 

申請箇所の現状図（平面図と施設写真） 

現状の航空写真と昔の航空写真 

環境調査結果 

審査表（案） 

対話集会による意見 

他の河川保全利用委員会の状況 

河川法関連の情報 

審査の判断の基となる

書類 

基本理念と基本方針 

河川敷占用許可審査のガイドライン 

審査表原本 

過去の審査結果 

過去の意見書 

 
５－２ 第１回審査の準備内容 

第１回審査は、河川管理者より申請者の『申請概要』の説明を受ける。この説

明項目は、以下の表に示す項目を参考に選定する。委員会には、説明に使用する

資料を準備して配布する。 

 

《第１回審査での説明項目の例》 

(1)審査対象施設の概要 

(2)占用の経緯（継続の場合は、当初からの経緯） 

(3)施設の利用状況(施設全体の利用者数と個別施設の利用者数) 

(4)申請者から河川管理者に報告を受けている内容 

(5)地元、利用者から寄せられた要望事項 

(6)施設に関する苦情、迷惑行為の発生状況 

(7)申請者の許可に際して申請者への指導事項 

(8)施設の現地調査で確認をお願いする事項 

 
 
５－３ 第２回審査の準備内容 

第２回審査は、申請者より申請内容の説明を受ける。第２回審査の説明項目は、
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以下に示す項目を参考に選定する。委員会には、説明に使用する資料を準備して配

布する。 
委員会は、第２回審査までに、申請施設の現地調査を完了しているので、現地調

査での疑問点や説明要望を集約し、この項目を盛り込んだ資料の準備を行う。 

 

《第２回審査での説明項目の例》 

(1) 施設設置の経緯 

①占用を始めた時期はいつか 

(2) 申請者(市)としての占用施設の位置づけ 

①河川公園の位置づけ 

②市の条例等での占用施設の位置づけ 

(3) 堤内地開発との関連 

①堤内地と関連を持たした整備 

(4) 利用施設の変遷と施設変更の考え方 

①占用開始後に､廃止した利用施設、新設･増設した施設の内容 

②施設の有料無料の区分 

(5)利用施設の変更理由 

①施設の内容を変更した理由 

(6)現在の利用実態 

①施設別・季節別の公園施設の利用者数 

②水辺の利用状況 

③遊具などの利用状況 

(7)施設の維持管理の考え方 

①施設の維持管理方法 

②半永久的な構造物を設置していることの考え方 

(8)今後の河川敷の利用として申請者が考えている事項 

①「川でなければならない、川に活かされた利用」として申請者の考えている内容 

②河川敷を利用や川とのつき合い・関わりを進めていく面での今後の計画や考え方 

(9)継続利用の際に申請者が考えている取り組み内容 

①継続利用をする際に、環境に配慮して取り組む内容 

②維持･管理で配慮する事項 

(10)河川利用の方向性が変化してきたことに対する申請者の対応の状況 

①代替地の検討の考え方と実施状況 

②施設の中で利用状況の少ない施設の扱い 

③申請者が考えている「現在の考え方」、「将来的な考え方」、「公園の位置づけ」など

についての「河川利用の方向性変化と考え方」 

 
 
５－４ 審査表の作成と運用 
 
（１）『審査表原本』の作成 

事務局（河川管理者）は、今までの占用施設の審査で使用した審査表の活用結果

を集大成したものとして審査表原本を作成する。 
審査表原本は、審査表作成の基となるものであり、 新版として内容の充実を図

り維持をする。この審査表原本を別冊１に示す。 
 
（２）『審査表』の作成 
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「６．審査表の構成」に示す内容で、審査表原本を参考に審査表を作成し、

委員会で審査に活用する。 
審査表（案）は、事務局（河川管理者）が、審査表原本から審査対象に応じ

た審査項目・審査細目を取捨選択して作成する。必要により新規の審査項目、

審査細目の検討、審査細目説明欄の審査対象に合わせた記載内容の検討を行い

追加・変更の提案をする。 
委員会は、審査表（案）の提出を受け、内容を検討し、審査対象用審査表と

して承認して審査に活用する。 
 

（３）審査表の活用と審査表原本への整理 

委員会は、審査表を用いて審査を開始する。審査で使用した審査表は、事務

局（河川管理者）が審査表原本に審査項目･審査細目等の追加整理を行ない保管

する。 
 この、「審査表の運用の流れ」を以下の図に示す。 

 
 

審査表運用の流れ 

 

○事務局で審査表（案）を
審査表原本の審査項目か
ら選定して作成
○審査案件の固有の特徴
を審査表（案）に項目を盛り
込む

○委員会で審査表（案）を審
議して承認

審査案件の審査表公表

審査の実施

審査終了(意見書提出)

○審査表原本
　・審査結果を整理した審査表原本を作成する
　・審査事例で必要と認めた新たな審査項目を追加
　・備考欄で審査事例で審査項目の適用の有無を記載

占用許可の意見書依頼

審査結果を審査原本に反映

（凡例）
　●：審査選定項目
　－：審査選定なし

事例１
小浜

事例４
ｸﾞﾗｲﾀﾞ

Ａ１１ 河川法趣旨

申請案件は河川法の趣旨
「川でなければできない利
用、川に活かされた利用」に
適合するか。

－ －

Ａ１２ 基本理念
委員会が定める基本理念の
内容を満足するか。

－ －

Ａ２１ 基本方針
委員会が定める基本方針の
内容を満足するか。

－ －

Ａ２２ 継続申請
委員会が継続利用申請と認
める既存の利用施設か。

－ －

Ｂ１１ 必要理由
この場所を必要とする理由
は基本理念と基本方針に照
らし合わせ妥当か。

● ●

Ｂ１２ 適正面積
占用面積は必要 低限にし
ているか。その算定に妥当
性を示したか。

－ ●

Ｂ
占用施設
の計画と
設置理由
の検証

Ａ
基本理念
と基本方
針の検証

Ａ１
基本理念

Ａ２
基本方針

Ｂ１
必要性

区分 審査項目 審査細目 説  明

備考

新たな審査項目を
追加

審査事例毎に
備考に追加
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６．審査表の構成 
 
６－１ 審査表の構成 

委員会で使用する審査表は、以下に示す審査区分、審査項目、審査細目の構成

とする。なお、審査細目には審査細目の説明を記載する。 

 
審査表の構成 

審査細目（１１） 審査細目（１１）の説明 
審査項目（１）

審査細目（１２） 審査細目（１２）の説明 

審査細目（２１） 審査細目（２１）の説明 

審査細目（２２） 審査細目（２２）の説明 審査項目（２）

審査細目（２３） 審査細目（２３）の説明 

審査区分 

 ・・・・・  ・・・・・  ・・・・・ 

 
（１）審査区分と審査項目 

審査区分 審査項目 

Ａ１ 基本理念 Ａ            

基本理念と基本方

針の検証 Ａ２ 基本方針 

Ｂ１ 必要性 

Ｂ２ 代替性 

Ｂ３ 安全性 

Ｂ 

占用施設の計画と

設置理由の検証 

Ｂ４ 公共性 

Ｃ１ 占用施設利用計画 

Ｃ２ 利用者 

Ｃ３ 利用形態 

C            

占用施設の利用計

画と利用者等から

の検証 
Ｃ４ 住民意見の反映 

Ｄ１ 環境 

Ｄ２ 治水 

Ｄ３ 利水 

Ｄ            

環境・治水・利水を

考慮した占用施設

の検証 
Ｄ４ 景観・文化 

①審査区分 
審査表の審査区分は、以下の 4 つの

区分から構成する。 
A．基本理念・基本方針の検証 
B．占用施設の計画と設置理由の検証 
C．施設利用状態と利用者面からの検

証 
D．環境・治水・利水を考慮した占用

施設の検証 

②審査項目 
審査項目は、審査区分に対して審査

に必要な項目を設定する。 
審査区分に対する審査項目は、 
審査区分「A」で２項目 
審査区分「B」で４項目 
審査区分「C」で４項目 
審査区分「D」で４項目 

の１４項目を設定した。 
審査項目は、必要により審査の新項

目を設定するか、審査項目の分割をす

る。 
現在の、審査区分と審査項目の関係を右表に示す。 
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（２）審査細目 
審査細目は、具体的な審査を効率的に進めるため、審査項目を細分化した内容

を設定する。審査細目には、審査細目の内容を説明した簡単なコメントを記載す

る。 
審査区分 審査項目 審査細目 

A11 河川法趣旨 
Ａ１ 基本理念 

A12 基本理念 

A2１ 基本方針 

Ａ           

基 本 理 念 と 基 本

方針の検証 
Ａ２ 基本方針 

A22 継続申請 

B11 必要理由 
Ｂ１ 必要性 

B12 適正面積 

B21 代替可能性 

B22 代替地調査 

Ｂ 

占用施設の計画

と 設 置 理 由 の 検

証 Ｂ２ 代替性 

B23 代替地選定 

 ・・・・・  ・・・・・  ・・・・・ 

審査細目は、審査項目の審

査内容を具体的な記載として

設定する。このため、審査細

目数は、審査項目により異な

る。 
例えば、「Ａ１： 基本理念」

では、「Ａ１１．河川法趣旨」

「Ａ１２．基本理念」の２細

目を「Ｂ２：代替性」では、

「Ｂ２１：代替可能性」、「Ｂ

２２：代替地調査」、「Ｂ２１：

代替地選定」の３細目を設定

した。 
審査細目は、必要により審

査細目の追加を行なう。 
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７．申請内容の審査事例 
 
７－１ 審査事例集の整理 

審査事例は、委員会で審査した審査結果を審査表の審査細目ごとに、以下の示

す『審査事例の記入フォーム』に記載して作成した。 
作成した審査事例を集めた審査事例集を別冊２に示す。 
 

 

《審査事例の記入フォーム》・・・・審査項目毎に事例を整理 

審査項目 Ｂ○【審査項目名】 
B○○【審査細目

名】  

    

（1）審査で判断する内容 (3)審査で使用する資料名 

■審査の際に判断する内容は、審査細目の説明欄の内容を記

載する。 

■申請者の説明資料名を記載す

る。 

■審査細目の内容として判断すべき事項を記述する。 
■事務局が準備する資料名を記載

する。 

■その他必要な資料を記載する。 
  

  

    

(2)判断のポイント  

 
■現地調査で確認するなど、具体的確認する内容を記載する。 

 

 ■審査ポイント、審査の視点など判断の参考となる内容を記述す

る。  

    

(4)審査での判断例 

■今までの委員会審査結果での審査項目のまとめ結果を記載する。判断に至った現地の写真、判断資料

の具体内容は(5)参考となる写真等に記載する。 

■審査事例は、【事例○】と審査名称を簡略して記載する。 

  【事例１】 小浜河川公園 

  【事例２】 川田河川公園 

  【事例３】 改修記念公園 

  【事例４】 グライダー操縦訓練場予定地 

  【事例５】 野洲川立入河川公園 

  【事例６】 野洲川河川公園 

  【事例７】 野洲川運動公園 

    

(5)参考となる写真等 

★写真など判断の参考となる資料を添付する。 
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７－２ 審査事例集の使用上の注意事項 

審査事例集を使用する際の注意すべき事項を以下に示す。 
 

《使用にあたっての注意事項》 

この審査表の審査事例は、 

事例１ 小浜河川公園 

事例２ 川田河川公園 

事例３ 改修記念公園 

事例４ グライダー操縦訓練場予定地 

事例５ 野洲川立入河川公園 

事例６ 野洲川河川公園 

事例７ 野洲川運動公園 

における審査項目・審査細目の委員コメントを集約して記載したものである。 

記載内容には、審査項目、審査細目が十分に確定してない状態で審査コメントを集約

したものが含まれている。審査資料も十分でない状態で結論を出すため集約したものも

ある。 

このため、この審査事例を他の占用施設の審査に適用する際は、現地状況の比較を

行い、状況にあった判断をする必要がある。 

また、審査事例についても、今後の審査結果を反映して内容の充実を図る必要があ

る。 
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８．審査結果の集約と提出 

８－１ 委員会審査結果の集約 

委員会委員は、審査が完了した時点で、申請案件の審査結果を審査表に審査コメ

ントを記載して提出する。 
委員会は、提出された委員審査コメントを集約して、審査表に基づく委員会審査

結果を取りまとめる。 
 

８－２ 意見書による審査結果の回答 

委員会は、申請案件の委員会審査結果を基に、判断理由と占用許可の是非、占用

に関する要望事項、占用に関する条件･付帯事項などを審議する。 
意見書は、審議結果を基に、意見書回答フォーム例を参考に以下の順で記載する。 

１．委員会としての結論 
２．委員会としての意見・要望 
３．検討の経緯 

作成した意見書は、委員会で承認を得たのち、委員会の委員長名で河川管理者に

提出する。 

 

《意見書の回答フォーム例》････更新審査の例 

１．委員会としての結論 

・対象施設の占用許可の更新については、下記の条件及び要望事項を付した上で、

適当であると判断します。 

２．委員会としての意見・要望 

対象施設は、････（現状利用の状況、地域の状況等を記載）････ 

･･････ 

しかしながら、････（審査項目からみた問題点、コメントなどを記載）････ 

･･････ 

よって、当委員会は、下記の事項を条件及び要望として、本施設の占用許可期間更新が

適当であると判断する。 

【占用許可期限の更新についての条件】 

①････（守って欲しい事項、禁止する事項、変更して欲しい事項などを箇条書きで記載） 

②････ 

【占用許可期限の更新につての要望事項】 

①････（配慮して欲しい事項、工夫をお願いする事項などを箇条書きで記載） 

②････ 

３．検討の経緯 

平成○○年○○月○○日  意見照会書の受理 

平成○○年○○月○○日  河川管理者から説明 

平成○○年○○月○○日  現地調査確認 

平成○○年○○月○○日  申請者から申請理由・内容の説明 

平成○○年○○月○○日  委員による意見交換 

平成○○年○○月○○日  意見書審議 
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９．別冊資料と参考資料 

 
１．別冊資料 

 
 

資料１ 審査表原本 

資料２ 委員会審査事例集 

 
 
２．参考資料 

 
 

参考資料１．審査終了占用施設一覧 

 

参考資料２．委員会審査表 

（１）小浜、川田、改修記念公園用審査表 

（２）グライダー操縦訓練場審査表 

（３）運動公園用審査表 

 

参考資料３．意見書 

（１）小浜河川公園意見書 

（２）川田河川公園意見書 

（３）改修記念公園意見書 

（４）グライダー操縦訓練場意見書 

 

参考資料４．審査対象施設の概要(平面図と施設写真) 

（１）小浜河川公園概要(平面図と施設写真) 

（２）川田河川公園概要書(平面図と施設写真) 

（３）改修記念公園概要書(平面図と施設写真) 

（４）グライダー操縦訓練場概要書(平面図と施設写真) 

（５）野洲川立入河川公園概要書(平面図と施設写真) 

（６）野洲川河川公園概要書(平面図と施設写真) 

（７）野洲川運動公園概要書(平面図と施設写真) 

 

参考資料５．委員会への審査依頼書 

（１）審査依頼書（小浜、川田、改修記念公園） 

（２）審査依頼書（グライダー操縦訓練場） 

（３）審査依頼書（運動公園） 

 

 

 
 

以上 



資料７　委員会審査の流れ(比較案)

　第１８回委員会で提案しました「委員会審査の流れ」について、第１９回委員会の議論をいただく
案として第１案、第２案、第３案を作成しました。

区　分 審査方法案の説明 審査方法補足説明

現行の委
員会審査
の流れ

第7回委員会
(H17.10.14)承認し
た、現行の「委員
会審査の流れ」

　河川管理者から審査依頼を
受け、第１回審査、第２回審
査を実施して、意見書を作成
する現在の審査方法

①河川管理者は、申請者の書類の有無を審査す
る形式審査を行い委員会に審査を依頼する。
②委員会は、審査表を作成し審査を行い、審査
結果を意見書としてまとめる。

第１案
（今回提
案）

第１９回委員会
(H20.2.21)の検討
案

●河川管理者が
事前確認審査を
実施して効率化を
する案

　ガイドラインが制定後、河川
管理者が基本事項を確認す
る事前確認審査結果一覧表
を作成して、委員会に審査を
お願いする案

①河川管理者は、ガイドラインを活用して審査表
を作成し、基本理念に合致しているかの事前確
認審査を実施して、事前確認審査結果一覧表を
作成して、委員会に審査を依頼する。
②委員会は、河川管理者の事前確認審査結果
の報告を受け、審査を行い、審査結果をまとめ
る。
・第１回審査の効率化が可能
　⇒事前確認審査で申請者資料を確認
・第２回審査回数を減らせる

第２案
（今回提
案）

第１９回委員会
(H20.2.21)の検討
案

●河川管理者が
審査項目の一部
を審査することで
効率的な審査を
実施する案

　ガイドラインが制定後、河川
管理者が委員会にお願いす
る項目と自ら判断する項目に
整理し、審査結果一覧表を作
成して委員会に審査をお願い
する案

①河川管理者は、ガイドラインを活用して審査表
を作成し、河川管理者が判断可能項目と委員会
審査の依頼項目に区分し、判断可能項目の審査
を行い審査結果一覧表を作成して、委員会に報
告し審査を依頼する。
②委員会は、河川管理者判断結果の報告を受
け、審査の依頼項目を中心に審査を行い、審査
結果をまとめる。
・第１回審査の効率化が可能
　⇒重点的な審査項目の審査をお願いする
・第２回審査回数を減らせる

第３案
（今回提
案）

第１９回委員会
(H20.2.21)の検討
案

●委員会が特に
審査する項目を
提示して、その項
目を重点的に審
査する案

　ガイドラインが制定後、委員
会が特に審議したい重点項目
を指定して申請者から説明を
求め委員会審査をする案

①河川管理者は、申請者より維持管理実態を示
す書類の提出を受け委員会に提出する。
②委員会は、現地調査を行い、特に重点的に審
査する項目を定めて河川管理者（申請者）に通知
する。
③審査項目は、重点的に審議する項目と確認す
る項目に区分して審査する。

１８回委
員会資料
６での提
案

第１８回委員会
(H20.1.17)で提案
をした案

●完成度の高い
ガイドラインが出
来れば、河川管
理者で審査を行
なう案

　ガイドラインが制定後、河川
管理者が審査をして審査結果
を報告する案

①河川管理者は、形式審査からガイドラインを活
用し審査表の審査項目を審査し、申請者に審査
結果を回答する。
②委員会は、河川管理者から審査結果の報告を
受ける。（委員会は意見を述べてガイドラインを改
善）
■審査事例を反映したガイドラインの内容が充実
していることが必要



委員会審査の流れ　（現在の委員会審査の運用）

１．委員会審査の流れ（これまでの審査手続き） 第7回委員会(H17.10.14)承認

(1) 申請（新規・継続）する場合、占用申請者に占用許可申請概要説明書の作成を依頼する

(2) 占用申請者は、川らしい自然環境への提案を盛り込んだ説明書を作成する。

(3) 委員会は、申請者に出席を求め、審査会を数回開催し、内容確認のうえ意見書を作成する

委員会から､河川管理者経由で申請者に｢占用許可申請説明書」の作成を依頼
する。
　・河川管理者は委員会宛てに意見照会書を発行する

占用許可申請説明書
（申請理由、利用計画、利用
実績、代替地検討、河川環境
の取り組み、ふれあい活動
等を記載）

第１回審査を実施する（申請者に出席を求める）
　①河川管理者から申請者の「申請説明書」の概要の説明を受ける。
　②占用施設の概要説明を確認する質疑を行う。
　③申請者がその場で答えられる内容は回答をする。
　④申請者に追加説明を求める事項を確認する。

第２回審査を実施する
　①申請者から申請説明および追加確認事項の説明を受ける。
　②申請者の説明に対して質疑を行う。
　③改善事項､付帯条件等の審議を行う。

委員会審査の流れ（これまでの審査の手続き）

占用許可申請に対する意見書を作成して河川管理者に提出する
　①委員は、審査表の審査結果･コメントを事務局提出。
　②調整作業会を開催し、委員の意見･コメントをまとめて、意見書(案)を作成。
　③委員会で意見書(案)を審議し、承認し河川管理者に意見書を提出。

意見照会書

第１回審査

第２回審査

意見書提出

審査補助資料
（航空写真など審査
参考資料）

事務局が作成

申請者が作成

「川らしい自然環境で
の利用の提案」「地域
性・公共性を考え占用
の利用案」の観点で申
請書の考えを盛り込む
ことを依頼

一般傍聴者からの
意見

対話集会（必要に
応じ河川管理者が
開催）で寄せられ
た意見

河川管理者に寄せ
られた意見

意見を聞くステップ

施設の状況確認

河川管理者が申請者に書類作
成のポイントを事前に説明

現地調査会

委員より審査
結果提出

調整作業会
開催

意見書(案)
作成

委員会審議

委員会審議

委員会審議委員会審議委員会審議

委員会ニュース
で審査結果を公
表

現行の運用



委員会審査の流れ　（第１案　河川管理者が事前確認審査をする案）

第１案  委員会審査の流れ：委員会簡素化案

(1) 申請（新規・継続）する場合、占用申請者に占用許可申請概要説明書の作成を依頼する。

(2) 占用申請者は、川らしい自然環境への提案を盛り込んだ説明書を作成する。

(3) 河川管理者は、ガイドラインに従い説明書を事前確認審査し、「事前確認審査結果一覧表」を作成する。

(4) 河川管理者は、委員会に審査を依頼する際に、「事前確認審査結果一覧表」を提示する。

(5) 委員会は、申請者に出席を求め、審査会を数回開催し、委員会としての意見を回答する。

委員会ニュース
で意見照会を公
表

①申請者は、ガイドラインおよび審査表を参考に、「占用許可申請説明書」
　 を作成して、河川管理者に提出する。
②河川管理者は、ガイドラインに従い「占用許可申請説明書」を事前確認審査する。
③河川管理者は、審査表の項目ごとに説明書の内容を確認し、「事前確認審査結果
　 一覧表」を作成する。
　　（説明書の不足内容は、説明書の当該部分の差替えを申請者に要求）
④河川管理者は、委員会に「事前確認審査結果一 覧表」を提示して審査を依頼す
る。

第１回審査は、河川管理者から「事前確認審査結果一覧表」の報告を受
け内容を確認する形で進める。（申請者に出席を求める）
　①河川管理者から｢事前確認審査結果一覧表」の説明を受ける。
　　★「意見を求めたい事項」は、現地調査で状況を確認
　　★河川管理者の占用の考え方を確認

第２回審査を実施する
　①申請者から、第１回審査での確認･要望事項の説明を受ける。
　②「占用者説明資料」に記載した占用の考え方を確認。
　③｢意見を求めたい事項｣の審議をする。

委員会審査の流れ（ガイドラインが決まれば）

委員会は、意見書を作成して意見を回答する。
　①委員会意見は､「事前確認審査結果一覧表」を追記する形で「審査結果一覧表」に整理する。
　②「審査結果一覧表」は、委員確認後に河川管理者に『審査結果』として提出する。
　③新規案件で、委員の意見調整が必要な場合は、調整作業会を開催する。
　④継続案件は、前回意見書の要望事項を確認する。

第１回審査

第２回審査

『審査結果』
提出

一般傍聴者から
の意見

対話集会（必要に
応じ開催）で寄せ
られた意見

意見を聞くステップ

施設の状況確認

現地調査会

委員より審査
結果提出

「審査結果
一覧表」に
意見整理

委員の確認

委員会審議

ガイドライン公表

審査表公表
 ・河川公園
 ･グライダー
 ･運動公園

委員会で審査し
た意見書公表

情報公開

河川管理者による事前確認審査

報告

調整作業
会開催

委員会ニュース
で審査結果を公
表

事前確認審査結果一覧表
・審査項目に対する申請説明書の河
川管理者の事前確認審査結果を記
載
・事前確認審査で委員会に意見を求
めたい事項を記載

意見照会書

委員会審議委員会審議

※以下の内容が
簡素化する

意見書提出

第１案



委員会審査の流れ　（第２案　河川管理者が一部を審査をして委員会に報告する案）

第２案  委員会審査の流れ：委員会簡素化案

(1) 申請（新規・継続）する場合、占用申請者に占用許可申請概要説明書の作成を依頼する。

(2) 占用申請者は、川らしい自然環境への提案を盛り込んだ説明書を作成する。

(3) 河川管理者は、ガイドラインに従い申請内容を審査し、「審査結果一覧表」を作成する。

(4) 河川管理者は、委員会に審査を依頼する事項を「審査結果一覧表」で提示する。

(5) 委員会は、申請者に出席を求め、審査会を数回開催し、委員会としての意見を回答する。

委員会ニュース
で意見照会を公
表

①申請者は、ガイドラインおよび審査表を参考に、「占用許可申請説明書」
　 を作成して、河川管理者に提出する。
②河川管理者は、ガイドラインに従い「占用許可申請説明書」を審査する。
③河川管理者は、審査表の項目ごとに審査結果整理し、「審査結果一覧表」
　 を作成する。
④河川管理者は、委員会に「審査結果一 覧表」を提示して審査を依頼する。

第１回審査は、河川管理者から「審査結果一覧表」の報告を受け内容を確
認する。
（申請者に出席を求める）
　①河川管理者から｢審査結果一覧表」の説明を受ける。
　　★「審査をお願いする内容」は、現地調査で状況を確認
　　★河川管理者の占用の考え方を確認

第２回審査を実施する
　①申請者から、第１回審査での確認･要望事項の説明を受ける。
　②「占用者説明資料」に記載した占用の考え方を確認。
　③｢審査をお願いする事項｣の審議をする。

委員会審査の流れ（ガイドラインが決まれば）

委員会は、「審査をお願いする事項」の意見を回答する。
　①委員会意見は､「審査結果一覧表」を追記する形で「審査結果一覧表」に整理する。
　②「審査結果一覧表」は、委員確認後に河川管理者に『審査結果』として提出する。
　③新規案件等で、委員の意見調整が必要な場合は、調整作業会を開催する。
　④継続案件は、前回意見書の要望事項を確認する。

第１回審査

第２回審査

『審査結果』
提出

一般傍聴者から
の意見

対話集会（必要に
応じ開催）で寄せ
られた意見

意見を聞くステップ

施設の状況確認

現地調査会

委員より審査
結果提出

「審査結果
一覧表」に
意見整理

委員の確認

委員会審議

ガイドライン公表

審査表公表
 ・河川公園
 ･グライダー
 ･運動公園

委員会で審査し
た意見書公表

情報公開

河川管理者による審査

報告

調整作業
会開催

委員会ニュース
で審査結果を公
表

審査結果一覧表
・河川管理者が判断した結果
・委員会に審査をお願いする事項

意見照会書

委員会審議委員会審議

※以下の内容が
簡素化する

第２案



委員会審査の流れ　（第３案　委員会が重点審査項目を提案して審査する案）

第３案  委員会審査の流れ：委員会簡素化案

(1) 申請（新規・継続）する場合、占用申請者に占用許可申請概要説明書の作成を依頼する。

(2) 占用申請者は、川らしい自然環境への提案を盛り込んだ説明書を作成する。

(3) 河川管理者は、申請者より維持管理実態を示す書類の提出を受け委員会に提出する。

(4) 委員会は、現地調査を行い、特に重点的に審査する項目を定めて河川管理者（申請者）に通知する。

(5) 委員会は、申請者に出席を求め、審査会を数回開催し、委員会としての意見を回答する。

委員会ニュースで
意見照会を公表

①申請者は、ガイドラインおよび審査表を参考に、「占用許可申請説明書」
　 を作成して、河川管理者に提出する。
②河川管理者は、ガイドライン、審査表等を公開する。

委員会審査の流れ（ガイドライン制定後の審査）
ガイドライン公表

審査表公表
 ・河川公園
 ･グライダー
 ･運動公園

委員会で審査し
た意見書公表

情報公開

申請者が占用許可説明書を作成

①河川管理者は、書類が整っているかを審査する。
②河川管理者は、申請者の維持管理実態書類を添付する。
③河川管理者は、意見照会書で委員会に審査を依頼する。

河川管理者による形式審査

情報
入手

占用許可説
明書

第３案

意見照会書

維持管理計画･
実績

第１回審査は、河川管理者から「占用状況」の報告を受け内容を確認する
形で進める。（申請者に出席を求める）
第１回審査で現地調査を実施し、特に申請者から説明を求めたい項目を
重点審査項目として指定する。

第２回審査を実施する
　審査項目は、重点的に審議する項目と確認する項目に区分して審査する。
　①申請者から、説明を受け｢特に説明を求める事項｣の重点審議をする。
　②審査表の一般的な審査項目は、占用許可説明書の内容を確認する。

委員会は、意見書を作成して意見を回答する。
　①委員会意見は､審査表のコメント欄を使用して「審査結果一覧表」に整理する。
　②「審査結果一覧表」は、委員確認後に河川管理者に『審査結果』として提出する。
　③新規案件で、委員の意見調整が必要な場合は、調整作業会を開催する。
　④継続案件は、前回意見書の要望事項を確認する。

第１回審査

第２回審査

『審査結果』
提出

一般傍聴者から
の意見

対話集会（必要に
応じ開催）で寄せ
られた意見

施設の状況確認

現地調査会

委員より審査
結果提出

「審査結果
一覧表」に
意見整理

委員の確認

委員会審議

報告

調整作業
会開催

委員会ニュース
で審査結果を公
表

委員会審議委員会審議

※以下の内容が
簡素化する

意見を聞くステップ

特に説明を求め
る項目を委員会
から提示

施設利用者実
績表

特に説明を求め
る項目の申請者
からの回答



委員会審査の流れ　（ガイドライン制定後に河川管理者が審査する案）

第18回委員会(H20.1.17)での提案：委員会審査の流れ

(1) 申請（新規・継続）する場合、占用申請者に占用許可申請概要説明書の作成を依頼する。

(2) 占用申請者は、川らしい自然環境への提案を盛り込んだ説明書を作成する。

(3) 河川管理者は、ガイドラインに従い申請内容を審査し、「審査結果一覧表」を作成する。

(4) 河川管理者は、申請者に「審査結果一覧表」で審査結果を回答する。

(5) 河川管理者は、委員会に審査結果を報告してご意見をいただく。

申請者に審査結果
を回答

①申請者は、ガイドラインおよび審査表を参考に、「占用許可申請説明書」
　 を作成して、河川管理者に提出する。
②河川管理者は、ガイドライン、審査表等を公開する。

平成21年9月に占用期間が満了となる案件
『野洲川ふれあい公園』で検証をする。

委員会審査の流れ（ガイドライン制定後の審査）
ガイドライン公表

審査表公表
 ・河川公園
 ･グライダー
 ･運動公園

委員会で審査し
た意見書公表

情報公開

申請者が占用許可説明書を作成

①河川管理者は、ガイドラインに従い「占用許可申請説明書」を審査する。
③河川管理者は、審査表の項目ごとに審査結果を整理し、「審査結果一覧表」
　 を作成する。
④河川管理者は、「審査結果一 覧表」を提示して申請者に審査結果を回答する。

河川管理者による審査

情報
入手

占用許可説
明書

「審査結果
一覧表」で審
査結果回答

ガイドライン制定後の「審査のしくみ」を検証

●委員会で『審査の仕組み』をチェックして、運用可能であれば、この『仕組み』で今後
運用する。
　①河川管理者は、『野洲川ふれあい公園』の「審査結果一 覧表」を委員会に提出
　②河川管理者から｢審査結果一覧表」の説明を受ける。
　　★「審査結果で確認が必要な内容」は、現地調査で状況を確認
　　★河川管理者の占用の考え方を確認
　③委員会は、河川管理者の審査の考え方、審査結果などから改善事項を指摘

委員会には､占用案件の審査結果を報告する。

委員会での検証

改善事項を改善した内容で『仕組み』を再整備する

【説明】
　野洲川の占用施設の
うち『野洲川ふれあい公
園』は河川保全利用委
員会未審議。
　他の公園は河川保全
利用委員会の審議済
み。

本運用

【検証ポイント】
①河川管理者が判断に
困る内容はあるか？
②新規案件の扱いはど
うするか？

第１８回委員会資料６



資料８　　今後の委員会運営、審議内容について

委員会名称 委員会運営など全体事項 申請の諮問に対する審議 意見書の提出・許可手続きなど 基本理念の検討 ガイドラインの検討 その他

第１３回委員会 ○グライダー意見照会文書 ○グライダー案件の審議（１） ○基本理念の検討（１）

（H19年2月1日) 河川管理者からの説明 今までの審議の整理

第１４回委員会 ○委嘱状交付(４名) ○グライダー案件の審議（２）

（H19年5月24日) 申請者からの説明

類似滑空場調査 ○類似滑空場調査

（H19年6月3日) 大野・木曽川滑空場調査

対話集会① ○関係住民との意見交換①

（H19年7月29日) グライダー候補地現地案内

概要説明とアンケート実施

対話集会② ○関係住民との意見交換②

（H19年8月26日)  対話討論会形式

⇒委員会に報告

第１５回委員会 ○グライダー案件の審議（３） ※グライダー審査完了 ◆グライダー審査表公表

（H19年10月4日) 申請者からの追加説明

○野洲川H19年継続案件の進め方

調整作業会（４） ○委員意見の調整・まとめ ※委員意見調整

（H19年11月22日) グライダー審査コメントの集約 ※グライダーの審査結果まとめ

調整作業会（５） ○委員意見の調整・まとめ ※委員意見再調整

（H19年11月27日) グライダー意見書の集約 ※グライダーの意見書(案)作成

★運動公園審査方法検討

第１６回委員会 ○継続案件意見照会文書 ○グライダー意見書（原案）審議 ○基本理念の検討（２）

（H19年12月6日) ○野洲川H19年継続案件の審議（１） ※運動公園審査表の提案 基本理念の検討 ○現状説明資料(河川管理者)

(河川管理者説明)

第１７回委員会 ○野洲川H19年継続案件の審議（２） ◆グライダー意見書公表

（H19年12月20日) （現地調査）(占用者現地説明) ○占用状況説明資料(占用者）

○グライダー意見書（案）審議

第１８回委員会 ○ガイドライン制定後の審査の進
め方

○野洲川H19年継続案件の審議（３） ○基本理念の検討（３） ○ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの考え方提案

（H20年1月17日) (占用者説明） ※運動公園委員意見集約・調整 ※基本理念・基本方針審議

第１９回委員会 ○委員会審査の進め方 ○野洲川H19年継続案件の審議（４） ○基本理念の検討（４） ○ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの審議（１） ◆基本理念公表

（H20年2月21日) (占用者追加説明） ※基本理念・基本方針決定 ※ガイドライン（素案）提案 ○審査表の運用の流れ

◆運動公園審査表公表

調整作業会（６） ○委員意見の調整・まとめ ※委員意見調整

（H20年3月上旬予定) 継続案件審査コメントの集約 ※継続案件の審査結果まとめ

継続案件意見書の集約 ※継続案件の意見書(原案)作成

第２０回委員会 ○委員会審査の進め方 ○継続案件意見書(案)審議 ◆継続案件意見書提出 ○ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの審議（２） ◆継続案件意見書公表

（H20年3月下旬予定) ※ガイドライン（案）決定 ◆ガイドライン公表
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